
カント倫理学に前提される⽬的論的構想 

中野愛理1（慶應義塾⼤学⼤学院博⼠課程） 

I 
カントは繰り返し宗教が道徳の必然的帰結であると述べるが2，これを真⾯⽬に捉え
る⼈は少ない。従来，カント倫理学とその宗教論は本質的に断絶しており，宗教論
は批判哲学外の追加物に過ぎないと考えられてきた3。しかしもしカント倫理学の内
に宗教を必然的に帰結するような構想が予め前提されていることが⽰されたなら
ば，こうした断絶は誤解であることになる。本発表ではカント倫理学と宗教の連関
を⽬的論の観点から考察したい。 

まず，本発表で私が⽤いるカント倫理学，宗教，⽬的論という語の意味を以下の
ように制限したい。第⼀に，「カント倫理学」は定⾔命法4（道徳法則）及びそれを
遂⾏する実践理性という道具⽴てを指すものとする。第⼆に，「宗教」は，カントが
宗教を「道徳法則を神命とみなすこと5」と説明することに基づき，広義には神とい
う要素を道徳的命題の説明に⽤いる営みを，狭義には神にまつわる宗教的実践（教
会，儀式，聖書等を通じた何らかの実践6）を指す。第三に，「⽬的論」は我々の理
性ないしは世界に課された究極⽬的に関する理論を指す7。 

次に，以上の制限に基づき，本発表の問いを次のように定めたい。すなわち，カ
ント倫理学の枠組みにおいて⼈が合理的に道徳的に⾏為するためにはいかなる規

                                                   
1 tanty.a5@keio.jp 
2 R 6: 6. 
3 例えば，カッシーラー (1986), 403f. 
4 本発表では，定⾔命法に関して，『⼈倫の形⽽上学の基礎づけ』において区別される三つない
しは五つの諸定式を区別しない。諸定式の区別については Wood (2005), 134‒36 を参照せよ。 
5 KpV 5: 129; KU 5: 481. 
6 Cf. R 6: 95‒124. 
7 カントは⽬的論という語を，世界における諸物の合⽬的性に関する理論̶ 「̶世界における諸
物はなんのために相互に有⽤であるのか〔，〕ある物のうちの多様なものはこのもの⾃⾝に対し
てなんのために善いのか」（KU 5:438. 牧野訳（以下「邦訳」と略記する）, p. 119。⽂中の挿⼊
は発表者による。）に関する理論̶̶として⽤いるが，本発表では世界における諸物の合⽬的性
から推論される究極⽬的に焦点を絞ることとする。なお，⽬的論は，広義には⽬的と⼿段とを⽤
いて⾏為や事象を記述する⽅法であるが，カント倫理学において広義の⽬的論が採⽤されてい
ることは，カントが道徳の諸命法を⽬的と⼿段という語を⽤いて説明することから⾃明である
（KpV 5: 58f.; G 4: 414 等）ため，本発表ではこの点には触れない。 
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模の⽬的論を想定する必要があるか，それは宗教を必然的に帰結するか，である。
この問題を論じるにあたり，本発表では四つの⽴場を⽐較する。まず，⽬的論に関
する⼆つの極端な⽴場を概観し，次いで，極端な⽴場の有する問題を改善した⼆つ
の中間的な⽴場を扱う。本発表では，後者の⼆つを中⼼的に検討する。 

⽬的論に関する極端な⽴場の⼀⽅は，世界には究極⽬的が客観的に存在し，その
根拠は神の存在にあるとするものである。ライプニッツのモナド論に代表される⽴
場であり，世界の事象はすべて予定調和的に究極⽬的へと向けて必然的に⽅向付け
られており，それは神が決定している，とされる。以下，この⽴場を「予定調和的
⽬的論」と呼ぶ。これに対し，⽬的論に関する極端な⽴場のもう⼀⽅は，究極⽬的
の存在を否定し，それゆえ神という要素もまた否定する，という⽴場がある。B・ウ
ィリアムズは，世界には「⽬的論など全く存在しない。そして，どこかから与えら
れ，それに従って⼈間が⼀部分を演奏すべき楽譜など存在しない8」として，究極⽬
的と神の理念を否定する。以下，この⽴場を「⾮⽬的論」と呼ぶ。 

以上の極端な⼆つの⽴場はいずれも問題を含んでいる。予定調和的⽬的論の⽴場
の問題は，究極⽬的の根拠として，はじめから神の存在という不可解な要素に依存
している点にある。他⽅，⾮⽬的論の⽴場は⼀⾒確からしく⾒えるが，⼈が個々の
⾏為を善いと考える場合にも，その総体が善いことを信じるべきではないと主張す
る点で，道徳的⾏為における合理的⼀貫性を⽋いている。 

以上の極端な⽴場の有する問題を改善した⼆つの中間的な⽴場が⼆つ存在する。
第⼀に，究極⽬的を含意しない⽬的論̶̶以下，これを「弱い⽬的論」と呼び，究
極⽬的を含意する⽬的論を「強い⽬的論」と呼ぶ̶̶を採⽤し，神の理念を採⽤し
ない⽴場，すなわち K・コースガードに代表される構成主義である。コースガード
によれば，道徳的規範へのコミットメントはある種の⽬的論的構想を前提せずには
不可能である。すなわち，世界は⼈間を含む⽣物⼀般にとって「道具と障害の世界，
つまり欲求と恐れの⾃然的対象の世界9」でなければならない。こうした世界におい
て⾏為することによって⼈間は⼰を「⽬的を⽣み出すもの」と認識することができ
るようになる10。さらにこの認識を通じて，⼈は世界を「⽬的の国11」，すなわち⽬
的を⽣み出すものとしての⼈間が相互に⼈格を尊重する世界であると捉えるに⾄
る，とされる。以上から，構成主義の⽴場は以下のようにまとめられうる。すなわ

                                                   
8 Williams (1995), 110. 
9 Korsgaard (2009), 39. 
10 Korsgaard (2009), 40. 
11 Korsgaard (2009), 40. 
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ち，この⽴場は，弱い⽬的論を採⽤し，世界には予め究極⽬的が存在するのではな
く，共同的に⼈格同⼠が尊重される正義にかなった世界を⼈間が構成する12とみな
すため，神の理念は不要であるとする。この⽴場は⾮⽬的論の問題であった⾏為に
おける合理的⼀貫性の問題を回避している。 

第⼆の中間的な⽴場は，弱い⽬的論と神の理念を採⽤する A・ムーアに代表され
る理性主義である。ムーアは「全ての⼈間は合理性へと向けて̶̶それを最も重要
なものであるとみなして̶̶努⼒する13」という基本的構造を備えているとした上
で，これが機能するためには，世界の側にこの構造を受け⼊れるような「偶然性の
ネットワーク14」があると信じる必要がある，とする。それは明⽇もまた世界が今⽇
と同じように存在することであり，我々の⾏為が世界において意味をなすことであ
る15。ここでムーアは構成主義にはない観点を導⼊する。それは世界がこの基本的
構造を受け⼊れないような「絶望的状態16」̶̶⼈間が⽣息できないような⾃然環
境や理性的な諸義務が解決不能な仕⽅で衝突することによって，合理性を⽬指す努
⼒が機能しない状態17̶̶になるのではないかという懸念である。この懸念を退け
るために，ムーアは宗教を「⼼理的＝社会的⽀柱18」として倫理学に取り⼊れること
が不可⽋であるとし，伴って̶̶⼈間の基本的構造が機能する状態を保持するため
に̶̶神の理念を理論に採⽤する19。以上から，理性主義と構成主義は，究極⽬的を
含意しない弱い⽬的論を採⽤する点で共通しており，神の理念を理論に採⽤するか
どうかに差異があることが⽰された。 

本発表で取り組む問いは，カント倫理学の枠組みにおいて⼈が合理的に道徳的に
⾏為するためにはいかなる規模の⽬的論を想定する必要があるか，それは宗教を必
然的に帰結するか，というものであった。中間的な⽴場が採⽤する弱い⽬的論と，
神の理念に対する各⾒解がカント倫理学を保持する最⼩限の道具⽴てとなりうる
かどうかを判定するためには，まずカント倫理学を概観する必要がある。 

                                                   
12 Korsgaard (1996), 212. Cf. Pogge (1997), 380f. 
13 これは，ʻ[T]here is a nisus in all of us, more fundamental than any other, towards 
rationalityʼ(Moore (2003), 128)を発表者が翻訳したものである。 
14 Moore (2003), 171. 
15 Moore (2003), 172. 
16 「絶望的状態」はʻno-win situationsʼ (Moore (2003), 180)の訳語である。 
17 Moore (2003), 173, 179. 
18 Moore (2003), 149. 
19 Moore (2003), 188. 
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II 
上述のように，カント倫理学は定⾔命法（道徳法則）及びそれを遂⾏する実践理性
という道具⽴てを指す。以下ではまず，両者の本質的性質から必然的に最⾼善の理
念が帰結することを七つのテーゼによって概観する。次いで，構成主義と理性主義
に関わるポイントを検討する。 

1. 実践理性は⽬的と⼿段の関係を判定する⽬的の能⼒である。 

⽬的と⼿段の関係の判定はまぎれもなく理性に属している〔…〕。
⼿段とその意図の結合を洞察できるのは理性だけであるとしても
（したがって，⽬的がつねに原理にしたがう欲求能⼒の決定根拠
であることから，意志もまた⽬的の能⼒と定義できるであろうが）
〔…〕（KpV 5: 58f. 坂部・伊古⽥訳〔以下「邦訳」と略記する〕, 
p. 208） 

2. 定⾔命法と仮⾔命法はいずれも⽬的の能⼒である実践理性によって，⾏為の必
然性を表象する。 

さて全ての命法は，仮⾔的に命令するか，それとも定⾔的に命令す
るか，そのいずれかである。〔仮⾔命法〕は，ある可能な⾏為の実
践的必然性が意欲されている（あるいは，どのみち意欲されうる）
何か別のものに到達するための⼿段であることを，表象させる。
〔定⾔命法〕は，ある⾏為が単独にそれ⾃体として，別の⽬的に関
係なく，客体的＝必然的であることを表象する命法だと⾔えよう。
（G 4: 414. 平⽥訳〔以下「邦訳」と略記する〕, p. 43. 挿⼊は発表
者による） 

3. テーゼ 2 に関して，⼈間の⾏為の必然性を条件付ける原理となりうるものは，
「⾃⼰愛20」と「道徳性21」である。 

4. ところで，⽬的とは実践理性の対象であるが，それは，⾃由意志によってもた
らされる客体の表象であり，すなわち善および悪である。善はあらゆる理性的⼈間
にとって共通の⽬的である。 

                                                   
20 G 4: 406. 邦訳, p. 32。 
21 G 4: 407. 邦訳, p. 33。 
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実践理性の対象の概念というもので，私は，⾃由のはたらきによっ
てもたらされうる客体の表象を理解する。（KpV5: 57. 邦訳 p. 206） 

実践理性の客体は，それゆえ，善もしくは悪という客体にかぎられ
る。（KpV 5: 58. 邦訳, p. 207） 

われわれが善と名づけるべきものは，あらゆる理性的⼈間の判断
において欲求能⼒の対象でなければならず〔…〕。（KpV 5: 61. 邦
訳, p. 211） 

善と悪の概念が道徳法則に先⽴つのではなく，〔…〕むしろ逆に
〔…〕道徳法則の後で，道徳法則を通じて，規定されなければなら
ない。（KpV 5: 63. 邦訳, p. 214） 

5. テーゼ 3 によれば，⼈間の感性的な本性は⾃⼰愛に基づいた対象，すなわち幸
福を要求する。⼈間の理性的本性は道徳性に基づいた対象，すなわち徳を要求する。
テーゼ 4 によれば，いずれも実践理性の善なる対象である。 

6. ところで，理性は⼀般に，条件づけられたものから条件へと遡⾏し，無条件的
なもの，すなわち条件の総体を視野に⼊れようとする。 

純粋理性というものは，ある〔条件づけられた〕ものが与えられる
と，それにたいして〔条件〕の絶対的な総体を求めるのだが，この
総体はまさに物⾃体そのもののうちにしか⾒いだしえようもない
〔…〕。（KpV 5: 107. 邦訳, p. 27。挿⼊は発表者による） 

7. テーゼ 6 から，実践理性は，⾃⼰愛に基づいた感性的欲求の対象である幸福
と，道徳性に基づいた理性的欲求の対象である徳を総合した最⾼善を無条件的なも
のとして必然的に想定する22。 
                                                   

22 カントは現世の幸福をすべて無視するべきだと考えているとみなされる傾向があるが，こ
れは誤解である。すなわち，「幸福の原理を道徳性の原理からこのように区別することは，そう
はいってもただちに両者を対⽴させることではない。純粋実践理性が欲しているのは，幸福への
要求を断念すべきであるということではなく，ただ義務が問題となるやいなや，幸福にまったく
⼼を向けてはならないということだけなのである。しかもある観点からすれば，⾃分の幸福を気
遣うことは義務でさえある。というのも，⼀⾯では幸福（これには，熟練，健康，富が属する）
がみずからの義務を充たすための⼿段を含むからであり，他⾯では幸福の⽋如（たとえば貧困）
がみずからの義務の侵犯に向かわせる誘惑を含むからである。」（KpV 5: 93. 邦訳, p. 258）カン
トは，KpV 5: 126f.においても幸福の追求は⼈間の⾃然的欲求であり，これを無視する試みは⻑
期的安定性を持ち得ないとストア派の実践を批判している。カントの主張の要点は，道徳的決定
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理性は純粋実践理性として，実践的に＝〔条件づけられた〕もの（傾
向性や⾃然の必要にもとづくもの）にたいして，同様に無〔条件〕
的なものを求めるのだが，それは意志の決定根拠として求められ
るのではなく，意志の決定根拠が（道徳法則において）与えられて
いるにもかかわらず，さらに最⾼善の名のもとで純粋実践理性の
対象の無〔条件〕的総体として，それを求めるのである。（KpV 5: 
108. 邦訳, p. 280。挿⼊は発表者による） 

幸福と道徳性とが最⾼善の要素でありながら種的に全く異なった
ものであり〔…〕（KpV 5: 112. 邦訳, p. 287） 

世界のうちで最⾼善を実現することは，道徳法則によって決定さ
れうる意志の必然的客体である。この意志においては，しかし，〔⼼
術〕が道徳法則に完全に適合することが最⾼善の最上の〔条件〕で
ある。（KpV 5: 122. 邦訳, p. 300。挿⼊は発表者による） 

以上のテーゼから，カント倫理学における定⾔命法と実践理性の概念は，必然的
に徳と幸福の結合である最⾼善の概念を導くことが⽰された。従って，カント倫理
学が全体として合理的であるためには，この最⾼善の概念が達成可能な対象でなけ
ればならない23。 

ここで，構成主義と理性主義の検討に必要なポイントとして，最⾼善が世界につ
いての理念であるのか，⼈格についての理念であるのかということについて触れた
い。エングストロームはカントが最⾼善の概念を，世界におけるものと⼈格におけ
るものとして使い分け，世界における最⾼善概念にのみ，徳と幸福の間の強い因果
関係を要求していると考えている24。実際に，カントが最⾼善の理念に⾔及する時，
いずれを第⼀義的に念頭に置いているのかは⼀⾒曖昧である。 

徳と幸福がいっしょになって，ある⼈格が最⾼善を所有すること
が成り⽴つ。しかも，幸福がきわめて正確に道徳性（⼈格の価値お
よび⼈格が幸福であることに値することとしての）に⽐例して配

                                                   
が問題となる際には，幸福を⽬的とした実践的推論は無視されるべきであるということである。 
23 ヴィラシェクによれば，我々はある対象を合理的に⽬的とみなす時，少なくとも，それが試
みに値するような実現可能性を持つと考えているのでなければならない。（Willaschek (2016), 
239.） 
24 Engstrom (1996), 130. 
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分されるならば，徳と幸福はいっしょになって，⼀つの可能な世界
における最⾼善をつくりなすのである。（KpV 5: 110. 邦訳, p. 285） 

しかし，⼈の⼼術̶̶個々の格率を採⽤する際の⼆階の意欲̶̶が完全に善である
こと，すなわち⼈格における徳の完全性が最⾼善の最上の要件であることを鑑みれ
ば，最⾼善は第⼀義的に⼈格における最⾼善であると考えられる25。 

世界のうちで最⾼善を実現することは，道徳法則によって決定さ
れうる意志の必然的客体である。この意志においては，しかし，〔⼼
術〕が道徳法則に完全に適合することが最⾼善の最上の〔条件〕で
ある。（KpV 5: 122. 邦訳, p. 300. ⽂中の挿⼊は筆者による） 

この⼈格における最⾼善の要素である幸福は，しかし，世界のあり⽅に依存するた
め，派⽣的に世界における最⾼善が本質的に問題になる，と考えられる。従って，
最⾼善とは正義にかなった世界において，各⼈格が徳と幸福の完全性を統⼀のうち
に達成することであると⾔えよう26。 

以上では，カント倫理学が⼈格における最⾼善の理念へと必然的に⾄ることが⽰
された。次節では，構成主義と理性主義の⽴場を検討するために，この理念の実現
可能性を確保するためには少なくともどのような信念を保持せねばならないかと
いうことを考察する。 

                                                   
25 ⼈格における最⾼善については，頻繁に徳福の分配問題が⾮難される。すなわち，最後の審
判で各⼈を裁き，各⼈の徳の度合いに⾒合った幸福を分配する擬⼈観的な神の像が，現代倫理
学において，理論的負荷の観点等から敬遠されるのである。（Pogge (1997), 378f.）しかし，カ
ントはこのような擬⼈観的な神を想定しているわけではない。カントは⼀貫して，徳と幸福が
共存する際の調和的秩序を念頭に置いている。すなわち，「あるひとがあるものや状態を所有
するにふさわしいのは，かれがこれを所有していることが最⾼善と調和しているときであ
る。」（KpV 5: 130. 邦訳, p. 311）カントは幸福が分配されることを神に望むべきだと主張して
いるのではなく，幸福に値するような有徳な⼈になることが，⼈間に課された究極⽬的であ
り，有徳な⼈が正当に評価される理想的秩序の下では，当然有徳な⼈は幸福であると考える他
ない，ということを主張しているに過ぎない。カントはあくまで理想的状態における徳福の共
存状態がいかなるものであるか，を思考しているのである。 
26 カントが想定する最⾼善が第⼀に⼈格におけるものであると主張することは，カントが個⼈
主義的倫理学を構想したことを裏付けるように思われよう。しかし，⼈格における最⾼善を⽬的
とすることはカントが個⼈主義的であることを暴露するものではない。⼈格における最⾼善は
世界を正義にかなったものにするというまさにその努⼒をへることによってのみ，実現可能性
を得ることができるからである。 
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III 
⼈が最⾼善の理念を実現可能な⽬的として合理的に保持するためには，次の⼆つの
信念を持つ必要がある。第⼀に，何らかの障害が原理的に最⾼善の実現可能性を阻
むことがない，という信念である。第⼆に，⼈が最⾼善の⽅へ向けて進展する可能
性がある，という信念である。 

第⼀の信念で問題となる障害は⼆つある。⼀⽅は⼈類の素質における悪である27。
歴史を顧みれば，⼈間がいずれ最⾼善に達するだろうという希望を根絶することを
証するような無数の悪̶̶戦争や政治的腐敗など̶̶が存在する。もし⼈間本性が
根源的に悪いのであれば，最⾼善の達成は望めない。それゆえ，このような⼈間の
悪性̶̶根源悪̶̶が最⾼善の達成を阻まないことを⽰す必要がある。他⽅の問題
は，個々の⼈格における悪である28。⼈は⼀度ならず，道徳法則に従わなかった，す
なわち悪⾏を働いたことがある。それゆえ，徳の完全性を原理的に満たすことがで
きず，全ての⼈格は最⾼善に到達できないように思われる。それゆえ，悪い格率を
採⽤するような⼼術を持つ現在の⼈格と徳の完全性との間にある無限の距離と過
去の悪⾏が最⾼善の達成を阻まないことを⽰す必要がある。本発表では時間の都合
上詳述はできないが，カントはいずれの障害も最⾼善の実現を阻まないと⽰してい
る。すなわち，⼈類の素質における悪については，⼈間が格率を選択する際に，道
徳性よりも⾃⼰愛を優先するという「道徳的秩序の転倒」が根源悪であり，⼈間の
素質そのものに悪が根付いているのではない，と解明される。 

⼈間が善であるか悪であるかという差異は，彼が⾃らの格率のう
ちに採⽤する動機の差異にあるのではなく（格率の実質にあるの
ではなく），⼈間が両者のうちのいずれを他⽅の条件とするかとい
う従属関係（格率の形式）にある，としなければならない。したが
って⼈間が（もっとも善き⼈間でも）悪であるのは，ただ彼が動機
を⾃らの格率に採⽤する際に，その動機の道徳的秩序を転倒する
ことにのみよるのである。（R 6: 36. 邦訳, p. 57f.） 

また⼈格における悪については，⼈格の成した諸⾏為（現象）の総体ではなく，
その⼈格の⼼術（物⾃体）が判定される̶̶カントはこれを「恩寵に基づく判決29」
                                                   
27 R 6: 19. 
28 R 6: 36. 
29 R 6: 76. 邦訳, p. 108。 
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と呼ぶ̶̶と考えることによって，徳の完全性は⼼術の観点で達成が望みうる，と
解明される30。伴って，⼈格の⼼術を正確に判定する全知の存在者として神が必要
であるとされる。 

しかしたとえ，以上の障害がすべて最⾼善達成の可能性を原理的に阻まないとい
うことが⽰されたとしても，第⼆の信念̶̶⼈が最⾼善の⽅向へ向かって進展する
可能性があるという信念̶̶を持たずには合理的に最⾼善の達成を意図しうると
は⾔えない。 

第⼆の信念を保持するためには，単に「⾃らの道徳的私事にだけ専念31」するので
はなく，共同体的な道徳的義務を理解し，それに従う必要がある32。すなわち，私の
⾏為によって世界をより正義にかなったものへと変容させる必要がある。ここでカ
ントは共同体的な義務ということで，政治への積極的参加を意図しているわけでは
ない。というのも，政体によって強制⼒のある実定法が施⾏されたとしても，個々
⼈の外的⾃由を確保することのみによっては，正義にかなった世界は達成され得な
いからである。⾔い換えれば，法律は⼈の⾏為を強制することはできるが，⾏為の
原理であるところの⼼術を強制することはできない。 

法律的な公共体を形成するような公の法則は，ただ⽬に⾒える⾏
為の適法性だけを⽬標とし，ここでもっぱら問題とされている（内
的）道徳性を⽬標としてはいない（R 6: 99. 邦訳, p. 141） 

もちろんカントは実定法を持つ共同体が不要であると考えているわけではない。
カントは公共体について⼆つの対概念を⽤いてこの問題を説明する。すなわち，⾃
然状態と公共体̶̶公的権威を持つ法が存在する状態̶̶の対と，法的と道徳的の
対である。⼈間は法的な⾃然状態̶̶万⼈の万⼈に対する戦い̶̶から出⽴し，戦
争状態の不⽑さを⾃覚することで各⼈の外的⾃由を制限する法的公共体へと移⾏
するが，依然として倫理的には⾃然状態であり得る。 

すでに存⽴する政治的公共体においては，全ての政治的公⺠はそ

                                                   
30 R 6: 72f. 
31 R 6: 100. 邦訳, p. 143。 
32 「さて，ここで我々は⼀種独特な義務を，つまり⼈間の⼈間に対する義務ではなく，⼈類の
⼈類そのものに対する義務を持つのである。すなわち理性的存在者の全類は，客観的に理性の
理念において，ある共同体的⽬的へと，つまり共同体的善としての最⾼善を促進するようにと
規定されている。」（R 6: 97. 邦訳, p. 139）ここで⾔及される最⾼善は，徳と幸福の統⼀を指す
術語としては⽤いられていない。 
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のままで倫理的⾃然状態のうちにあるし，またその状態のうちに
とどまる権利が与えられている。（R 6: 95. 邦訳, p.136f.） 

ここから，倫理的な公的権威を持つ法が存在する状態，すなわち倫理的公共体へ
と移⾏するのでなくては，正義にかなった世界，ひいては⼈格における最⾼善は望
み得ない，とカントは考えている。 

倫理的⾃然状態は徳の諸原理の公な交戦であり，内的な倫理喪失
の状態であって，⾃然的⼈間はできるだけ早くこの状態から脱却
するように努⼒すべきである。（R 6: 97. 邦訳, p.138f.） 

それでは，共同体的な道徳的義務を理解し，それに従うとは，法的公共体におけ
る共存でないとすれば，具体的にどのような営みを指すか。カントはこれを既存の
教会において，信仰の基礎である聖書を公的に道徳的に批判し，解釈することであ
る33と表現する。これは⼀⾒してキリスト教徒に（あるいは歴史的，地理的に）限定
された営みであるように思われるが，カントは歴史上の特定の宗教に限定されない
ことを幾度も⽰唆している34。したがって，この表現で意図されているのは，共同体
的善の理念を現実に⽬指す公共体において，その公的法としての聖書を公的に道徳
的に批判し，解釈することであると⾔える。⾔い換えれば，ある聖典の内容が道徳
法則に合致するかどうかを批判的に論じることで，道徳的な振る舞いに関する理解
が共同体的に促進される，とカントは考えていると⾔えよう。したがって，もし我々
が倫理的公共体の⼀員として，公的に正義にかなった世界への進展に関わっている
ということを⾃覚できたならば，我々は合理的に⼈格における最⾼善へと進展して
いると実感することができる。 

IV 
以上では，⼈が最⾼善の理念を実現可能な⽬的として合理的に保持するために必

要な信念が⽰された。この信念は，本発表の問い̶̶カント倫理学の枠組みにおい
て⼈が合理的に道徳的に⾏為するためにはいかなる規模の⽬的論を想定する必要
があるか，それは宗教を必然的に帰結するのであるか̶̶に対してどのような回答

                                                   
33 R 6: 101, 107, 110. Cf.「理性の教える最も神聖なものと調和する意味を聖書のうちに求める
という，いまここで試みているような努⼒は，単に許されているとされるだけではなく，むし
ろ義務であるとされねばならない」（R 6: 83. 邦訳, p. 121） 
34 R 6: 107 において，カントは「ユダヤ教，マホメット教，キリスト教，カトリック派，ルタ
ー派」の信仰に⾔及している。（邦訳, p. 152） 
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を与えるであろうか。 
カント倫理学において，定⾔命法と実践理性という要素は必然的に⼈格における

最⾼善の理念を帰結した。この理念が実現可能であると合理的に信じるためには，
第⼀にあらゆる⼈格が根源悪と闘いうること，そして⾏為の総体ではなく，善い⼼
術が徳の完全性にかなうかどうかという判定の対象となると信じることが必要で
あった。後者は⼼術を正確に判定する神を構造上必要とした。第⼆に，倫理的公共
体において，公的に，既存の倫理的規範を批判的に論じることが必要であった。以
上から，カント倫理学は，弱い⽬的論だけではなく，⼈格における最⾼善という究
極⽬的を備えた強い⽬的論を必要とすることが導かれる。更に，その究極⽬的の実
現可能性のためには，全知の存在者である神及び，現実に設置された倫理的公共体
における聖書の批判的検討という宗教的道具⽴てが必要であるということも導か
れる。したがって問いの回答は，カント倫理学の枠組みにおいて⼈が合理的に道徳
的に⾏為するためには，⼈格における最⾼善という究極⽬的を備えた強い⽬的論を
想定する必要があり，それは宗教を必然的に帰結する，というものとなる。 

この⽴場は，予定調和的⽬的論とどのように異なるだろうか。予定調和的⽬的論
は，神が存在することを議論のはじめから想定するために，議論の正当性が⽰され
得ないという問題を抱えていた。しかし，カントの⽴場では「我々の義務の認識と，
義務のうちで理性によって我々に課せられている究極⽬的の認識とが，神について
の概念をはじめて規定的に⽣み出す35」，すなわち神の理念は道徳的必要から規定さ
れるのであり，予定調和的⽬的論によっては得られなかった神を想定する正当性が
得られると同時に，神の持つ実践的性質が明らかになる。 

神は唯⼀神聖な者，唯⼀浄福な者，唯⼀賢明な者である〔…〕これ
らの概念の順序にしたがうと，神はそれゆえにまた神聖な⽴法者
（そして創造者），慈悲深い統治者（そして維持者），公正な審判者
である。（KpV 5: 131Anm. 邦訳, p. 313。Cf. R 6: 139） 

神に要求されることは第⼀に道徳的⽴法者としての遍在である36。すなわち，ど
の⼈格に対しても等しく道徳法則が直接に知られるという事実である。カントが
「道徳法則を神命とみなすこと」が宗教である，というのはこの意味においてであ
る。神に要求されることは第⼆に道徳法則が機能する世界を統治する全能，そして
                                                   
35 KU 5: 481. 邦訳, p. 181f. 挿⼊は発表者による。 
36 この神の遍在についての解釈は 1925 年にハイムゼートによって⽰されている。（ハイムゼー
ト（1981）, 60ff.） 
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第三に公正な審判者としての全知である。すなわち，⼈間には経験を通じて推測す
ることしかできない⼼術を正確に判定することである。⾔い換えれば，⼈格におけ
る徳の完全性を判定することである。⼈間は，⼈間に賞賛されることではなく，道
徳法則によって肯定されることを⾏う必要があるが，この是⾮を判定するのは，⼈
間ではあり得ない。 

V 
以上の考察に基づいて構成主義と理性主義の⽴場を検討し，本発表を終えたい。 

第⼀に構成主義は，弱い⽬的論を採⽤し，宗教の必要性を否定する⽴場であった。
すなわち，世界には予め究極⽬的があるわけではないが，世界は我々にとって道具
と障害物とによって構成されているということから，⼈間は相互に⼈格を尊重する
⽬的の国を⼈間⾃⾝の⼒によって作る，とされた。この⽴場の問題は，⽬的の国と
いう世界における最⾼善を，⼈類が独⼒で構成すべき⽬標の全てであるとみなす点
である。上述のように，カント倫理学は⼈格における最⾼善を究極⽬的とする。し
たがって，正義にかなった世界を構築することはそのための過程に過ぎない。この
点で構成主義の⽴場は，カント倫理学の枠組みにおいて⼈が合理的に道徳的に⾏為
するための道具⽴てを⽰し損ねていると⾔えよう。 

第⼆に理性主義は，弱い⽬的論を採⽤し，宗教を必要とする⽴場であった。すな
わち，「全ての⼈間が合理性へと向けて̶̶それを最も重要なものであるとみなし
て̶̶努⼒する」という⼈間の基本的構造を維持するためには，世界の側に我々の
理性的で道徳的な⾏為を受け⼊れる「偶然性のネットワーク」を想定する必要があ
り，こうした世界を維持する神が「⼼理的＝社会的⽀柱」として必要とされた。こ
の⽴場は確かに，「絶望的状態」によって理性が機能しないような状態を考慮に⼊れ
ているが，⼈格における最⾼善という強い⽬的論を採⽤しない故に，⼈格における
悪の問題が等閑視されており，したがって⼼術を正確に判定する神の要素が⽋落し
ている。この点が第⼀の問題である。そして，第⼆の問題は，この⽴場が共同体的
な道徳的義務を考慮に⼊れず，悪と対峙するのはもっぱら個⼈であるとみなす点に
ある。倫理的公共体という公的義務の遂⾏に携わることなく，⼈格における最⾼善
の実現可能性を保持することはできない。これらの点で理性主義の⽴場は，カント
倫理学の枠組みにおいて⼈が合理的に道徳的に⾏為するための道具⽴てを⽰し損
ねていると⾔えよう。 

⼈格における最⾼善の可能性は，瞑想や座禅のような精神的安定を意図した個⼈
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的努⼒を通してではなく，現に正義にかなっていない世界の個別的状況を，倫理的
公共体の下で⾃発的⾏為を通じて善くすることを通じてのみ確保しうる。最⾼善は，
感性的不⾜が安定して満たされ，⼈格として相互に尊重される世界において，⼰の
道徳的⾏為に謙遜しながらも⾃⾜することで成⽴を望みうるのである。⼀⽅で⾃然
災害による感性的不⾜，不況や⼈災等の外的要因によって常に各⼈格は道徳的判断
を迫られ，どんな⼈であれ常に安定して「幸福に値する」状態を保てると確信する
ことはできない。それゆえ最⾼善の実現可能性は個⼈の無際限の道徳的努⼒を通じ
てのみ希望しうるのである。 
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省略記号 
 
本発表では，カントのテキストを指⽰する際に，以下の省略記号，アカデミー版

の巻数，⾴を併記する。なお，術語の統⼀という観点から，⼀部邦訳を変更した。 
- G: 『⼈倫の形⽽上学の基礎づけ』 

- KpV: 『実践理性批判』 

- KU: 『判断⼒批判』 

- R: 『たんなる理性の限界内の宗教』 


